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第
一
四
巻　

二
〇
一
一
年

は
じ
め
に

　

奈
良
時
代
の
一
次
史
料
で
あ
る
正
倉
院
文
書
は
、
周
知
の
よ
う
に
江
戸
末
期
の
天
保
年
間
の
「
発

見
」
を
機
に
整
理
が
進
め
ら
れ
（
正
集
）

（
1
）、

明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
八
（
一
八
七
五
）
〜
十
五
年
の

浅
草
文
庫
で
の
続
修
・
続
修
別
集
・
続
修
後
集
の
成
巻
、
十
〜
十
五
年
の
内
務
省
図
書
局
に
よ
る
塵

芥
文
書
の
成
巻
、
二
十
七
年
の
御
物
整
理
係
に
よ
る
続
々
修
の
成
巻
を
経
て
、
ほ
ぼ
現
在
の
形
が
整

え
ら
れ
た
文
書
群
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
続
々
修
は
浅
草
文
庫
で
成
巻
し
た
「
修
整
古
文
書
」
の
残

り
で
あ
る
「
未
修
古
文
書
」
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
各
種
の

目
録
お
よ
び
現
状
の
続
々
修
を
対
照
す
る
こ
と
で
、
成
巻
の
際
に
貼
り
継
が
れ
た
最
小
単
位
を
特
定

す
る
こ
と
が
で
き
る

（
2
）。

こ
の
最
小
単
位
こ
そ
、
す
な
わ
ち
正
集
〜
続
修
後
集
を
成
巻
す
る
際
の
抜
き

取
り
の
結
果
と
し
て
発
生
し
た
断
簡
で
あ
り
、
正
倉
院
文
書
研
究
に
お
い
て
復
原
が
避
け
て
通
れ
な

い
以
上
、
断
簡
の
特
定
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

こ
の
対
照
作
業
に
使
用
で
き
る
未
修
古
文
書
お
よ
び
続
々
修
の
目
録
は
、

①　

『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
三
冊
（
国
立
公
文
書
館
（
内
閣
文
庫
）
所
蔵
、
架
蔵
番
号
一
五
九

―

九
二
六
）　

三
に
「
未
修
古
文
書
目
録
」　

明
治
十
五
年
に
内
務
省
図
書
局
が
作
成
。

②　

『
正
倉
院
御
物
目
録
古
文
書
』
三
冊
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
Ｒ
Ｓ
四
一
七
一―

六
七―

一
）　

二
に
「
正
倉
院
御
物
目
録
古
文
書
十
二　

未
修
古
文
書
目
録
」　

明
治
十
八
年
に

宮
内
省
図
書
寮
が
作
成
し
た
『
正
倉
院
御
物
目
録
』
の
古
文
書
の
部
（
図
書
寮
本
、
所
在
不
明
）

を
、
二
十
二
年
四
月
に
帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
が
借
用
謄
写
。

③　

『
正
倉
院
御
物
目
録
』
一
五
冊
（
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
）　

一
二
に
「
正
倉
院
御
物
目

録
十
二　

未
修
古
文
書
目
録
」（
参
考
図
書
四
四　

共
一
二
冊
）　

前
述
の
図
書
寮
本
を
、
大
正

十
二
（
一
九
二
三
）
年
六
〜
十
二
月
に
奈
良
帝
室
博
物
館
正
倉
院
掛
が
借
用
謄
写

（
3
）。

④　

『
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
二
冊
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
Ｒ
Ｓ
二
〇
七
一―

六
七―

二
）　

四
冊
本
の
う
ち
三
・
四
の
二
冊
の
み
が
現
存
。
明
治
三
十
五
年
六
月
に
東
京
帝
国

大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
が
宮
内
省
内
事
課
よ
り
目
録
（
所
在
不
明
）
を
借
用
謄
写
。
続
々

「
未
修
古
文
書
目
録
」
に
見
る
明
治
十
年
代
の
正
倉
院
文
書
整
理

矢＊　

越　

葉　

子

修
成
巻
作
業
中
に
作
成
さ
れ
た
目
録
と
見
ら
れ
、
未
修
古
文
書
時
点
で
の
所
属
が
書
き
込
ま
れ

る
。

⑤　

『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
三
冊　

中
に
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」　

昭
和
四

（
一
九
二
九
）
年
に
奈
良
帝
室
博
物
館
正
倉
院
掛
が
刊
行
。（
の
ち
、
一
九
八
四
年
に
文
献
出
版

よ
り
複
製
版
が
刊
行
さ
れ
る
。）

の
五
種
で
あ
る
。
目
下
、
西
洋
子
氏
を
中
心
に
対
照
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が

（
4
）、

そ
こ
で
使
用
さ

れ
て
い
る
の
は
目
録
②
〜
目
録
⑤
で
あ
り
、
目
録
①
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
目
録
①
と
目
録

②
③
の
間
に
大
き
な
改
変
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
変
こ
そ
明
治
十
五
〜
十
八

年
に
行
わ
れ
た
整
理
作
業
の
結
果
で
あ
り
、
目
録
②
③
と
続
々
修
の
対
照
か
ら
で
は
分
か
ら
な
い
断

簡
を
特
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
目
録
①
と
目
録
②
③
を
対
照
し
、
明
治

十
年
代
の
正
倉
院
文
書
整
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
目
録
①
と
目
録
②
③
の
共
通
点

先
に
目
録
①
と
目
録
②
③
の
間
に
大
き
な
改
変
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
た
が
、
同
じ
未
修
古
文
書
の

目
録
で
あ
る
以
上
、
両
者
の
記
載
は
大
部
分
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。

ま
ず
、
両
者
と
も
文
書
を
四
十
五
号
に
分
類
し
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の

四
十
五
と
い
う
数
字
は
、
明
治
二
十
六
年
に
正
倉
院
文
書
の
大
半
が
東
京
に
回
送
さ
れ
た
際
の
目
録

「
東
京
回
送
御
物
目
録
」（
東
京
国
立
博
物
館
館
史
資
料
一
〇
五
二
）
に

一
未
修
古
文
書
卌
五
帙　

「
続
々
集

（
マ
ヽ
）四

十
六

『
七
』

帙
」

 

『
右
一
件
続
々
修
古
文
書
収
之
、
明
治
廿
八
年
十
月
十
八
日
□
』

[

キ
ー
ワ
ー
ド] 
正
倉
院
文
書
、
復
原
、
断
簡
、
目
録
、
史
料
編
纂

＊
平
成
一
六
年
度
生　

国
際
日
本
学
専
攻
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矢
越　

「
未
修
古
文
書
目
録
」
に
見
る
明
治
十
年
代
の
正
倉
院
文
書
整
理

一
塵
芥
古
文
書
三
十
九
巻　

第
一
編　

『
右
一
件
明
治
廿
八
年
十
月
十
八
日
還
納
』

一
同
廿
巻　

第
三
編　

『
右
一
件
続
々
修
古
文
書
収
之
、
明
治
廿
八
年
十
月
十
八
日
還
納
』

一
薬
裹
故
紙
廿
張　

『
右
一
件
同
上
』

一
麁
紙
五
張　

『
右
一
件
同
上
』

一
装
潢
充
造
物
帳
断
簡
一
巻　

往
来
付　

『
右
一
件
同
上
』

と
見
え
る

（
5
）。

こ
の
東
京
回
送
期
間
中
の
明
治
二
十
七
年
に
続
々
修
が
成
巻
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
未

修
古
文
書
は
明
治
十
五
年
の
成
立
以
降
、
最
後
ま
で
四
十
五
号
の
編
成
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
追
記
の
墨
書
（
「　

」
）・
朱
墨
（
『　

』
）
は
続
々
修
成
巻
の
事
情
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、
こ

の
未
修
古
文
書
一
〜
四
十
五
号
と
塵
芥
古
文
書
二
十
巻
、
薬
裹
故
紙
二
十
張
、
麁
紙
五
張
、
装
潢
充

造
物
帳
断
簡
一
巻
を
合
せ
て
、
当
初
四
十
六
帙
に
、
さ
ら
に
明
治
二
十
八
年
十
月
の
還
納
段
階
で
は

四
十
七
帙
に
成
巻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
記
載
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
目
録
①
お
よ
び
目
録
②
③
と
も
に
、
号
の
中
に
い
く
つ
か
の

ま
と
ま
り
が
あ
り
、
そ
の
下
に
各
文
書
が
列
記
さ
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
ま
と
ま
り
は
、

目
録
①
で
は
全
て
「
巻
」
と
さ
れ
、
目
録
②
③
で
は
「
巻
」
お
よ
び
「
括
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
目
録
②
③
で
は
往
来
軸
を
有
す
る
、
あ
る
い

は
あ
る
程
度
の
数
の
文
書
が
貼
り
継
が
れ
た
状
態
の
独
立
し
た
形
態
を
指
し
て
「
巻
」
と
呼
称
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
目
録
②
③
で
「
巻
」
と
さ
れ
た
状
態
は
外
見
上
で
は
っ
き
り
と
識
別
で
き

る
よ
う
で
、
ほ
ぼ
「
巻
」
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
号
は
目
録
①
と
同
じ
順
番
で
の
記
載
と
な
っ
て

い
る
。
具
体
的
に
挙
げ
る
と
、
一
号

（
6
）

〜
十
号
、
十
二
号
、
十
四
〜
十
八
号
、
二
十
二
号
、
四
十
一

号
で
は
目
録
①
と
目
録
②
③
の
記
載
順
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、「
括
」
で
の
記
載
の
多
い
十
一
号
、

十
三
号
、
十
九
号
〜
二
十
一
号
、
二
十
六
号
〜
四
十
号
、
四
十
二
号
〜
四
十
五
号
は
「
括
」
内
で

の
記
載
順
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
号
に
お
い
て
は
、
目
録
①
お
よ

び
目
録
②
③
で
各
断
簡
の
名
称
が
共
通
し
て
い
る
。
具
体
的
に
一
号
の
冒
頭
を
事
例
と
し
て
挙
げ
る

と
、【

目
録
①
】

一　

紙
充
帳
〈
七
百
巻　

宝
字
七
年
四
月
六
日
〉 

壹
巻　
　

九
枚

一　

瑜
伽
論
帳 

同　
　

十
二
枚

一　

後
一
切
経
雑
案 

同　
　
　

七
枚

一　

屋
壊
運 

同　
　
　

三
枚

【
目
録
③
】

　
　
　

往
来
付

一　

紙
充
帳
〈
七
百
巻　

宝
字
七
年
四
月
六
日
〉 

壹
巻　

九
枚

　
『
甲
』　

『
最
勝
王
経
外
三
部
併
七
百
三
十
二
巻
奉
写
料
』

　
　

同

一　

瑜
伽
論
帳
〈
自
天
平
勝
宝
元
年
九
月
八
日
至
三
年
七
月
十
一
日
〉 

同　

拾
壱
枚

　
『
甲
』

　
　

同

一　

後
一
切
経
雑
案
〈
自
天
平
十
八
年
正
月
十
六
日
至
四
月
三
日
〉 

同　
　

七
枚

　
『
甲
』

　
　

同

一　

屋
壊
運
〈
謹
解
申
屋
壊
運
事　

天
平
宝
字
六
年
正
月
廿
八
日
〉 

同　
　

参
枚

　
『
甲
』

と
目
録
③
で
は
よ
り
詳
細
な
記
載
が
な
さ
れ
、
数
字
で
大
字
が
使
用
さ
れ
る
な
ど
多
少
異
な
る
点
も

あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
目
録
①
な
い
し
こ
れ
に
準
じ
る
目
録
に
則
っ
て
図
書
寮
本
（
②
③
の
親

本
）
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
二
で
は
こ
れ
ら
の
記
載
の
相
違
に
つ
い
て
、
単
純
な

項
の
順
番
の
変
更
で
は
解
決
で
き
な
い
点
に
焦
点
を
合
せ
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
二
十
三
号
〜
二
十
五
号
は
、
目
録
①
と
目
録
②
③
で
各
断
簡
の
名
称
や
断
簡
を
構
成
す
る

料
紙
の
枚
数
の
記
載
が
大
き
く
異
な
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
目
録
①
に
基
づ

い
て
目
録
②
③
を
作
成
し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
別
の
目
録
に
基
づ
く
か
、
も
し
く
は
新
た

に
目
録
を
作
成
し
た
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
ま
た
こ
の
部
分
は
対
照
作
業
も
難
航
し
て
い
る
。
本

稿
の
構
成
上
、
こ
こ
で
は
保
留
し
、
後
考
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
目
録
①
と
目
録
②
③
の
相
違
点

（
一
）
項
の
統
合

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
西
氏
の
対
照
表
と
同
様
に
、
四
十
五
号
に
渡
っ
て
目
録
①
と
目
録
②
③
の
対
照

表
を
掲
載
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
相
違
点
に
絞
っ
て
述
べ
て
い
く
。

　

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
相
違
点
は
、
項
の
統
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
石
上
英
一
氏
が
神

護
景
雲
元
年
〜
三
年
の
間
に
造
東
大
寺
司
と
奉
写
一
切
経
司
と
で
遣
り
取
り
さ
れ
た
文
書
の
継
文
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第
一
四
巻　

二
〇
一
一
年

（
「
奉
写
一
切
経
司
継
文
」
）
を
復
原
す
る
中
で
触
れ
て
お
ら
れ
る

（
7
）。

す
な
わ
ち
、
目
録
③
で
二
十
九

号
四
「
造
東
大
寺
司
移
奉
写
一
切
経
司　

神
護
景
雲
二
年　

一
巻　

十
四
枚
」（
№
653

（
８
））

と
し
て

十
四
枚
で
一
巻
を
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
目
録
①
二
十
九
号
四
で
は
最
低
で
も
七
項
（
１

（
9
）「

造

東
大
寺
司
移
奉
写
一
切
経
司　

景
雲
二
年
閏
六
月
三
日　

一
枚
」、
２
「
造
東
大
寺
司
移
奉
写
一
切

経
司　

神
護
景
雲
二
年
三
月
廿
日　

二
枚
」、
３
「
同
上　

神
護
景
雲
三
月
廿
八
日　

二
枚
」、
４
「
奉

写
一
切
経
司
移
造
東
大
寺
司　

神
護
景
雲
二
年
五
月
廿
九
日　

一
枚
」、
５
「
造
東
大
寺
司
移
奉
写

一
切
経
司　

神
護
景
雲
二
年
三
月
廿
七
日　

二
枚
」、
６
「
同
上　

神
護
景
雲
二
年
八
月
廿
日　

二

枚
」、
12
「
造
東
大
寺
司
移
奉
写
一
切
経
司　

景
雲
二
年
九
月
廿
一
日　

一
枚
」
）
に
分
け
て
記
載

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
記
載
の
変
更
は
、
目
録
①
の
「
作
成
段
階
で
は

継
目
が
剥
が
れ
、
あ
る
い
は
剥
が
さ
れ
て
八
通

）
10
（

の
文
書
が
分
離
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
」
お
り
、
目
録
③
で
「
一
巻
一
四
枚
と
し
て
あ
た
か
も
連
接
さ
れ
た
継
ぎ
文
の
よ
う
に
記
述
し

て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
九
通
の
文
書
を
重
ね
て
括
っ
た
状
態
に
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で

あ
ろ
う
」
と
推
測
す
る
。
つ
ま
り
、
目
録
①
作
成
か
ら
目
録
②
③
作
成
の
間
に
、
号
内
で
整
理
を
行

い
、
関
連
す
る
文
書
同
士
を
組
み
分
け
、
恐
ら
く
紙
縒
の
よ
う
な
も
の
で
括
る
作
業
を
実
施
し
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
項
を
統
合
す
る
事
例
は
他
に
も
散
見
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
号
内
で
の
統
合
が
判

明
す
る
も
の
は

）
11
（

、

⒜
二
十
八
号
十　

２ 

「
薗
部
広
公
謹
解　

申
宮
一
切
経
造
事　

一
枚
」

　
　
　
　
　

十
七
４ 

「
薗
部
廣
君
謹
解　

申
造
一
切
経
事　
　

片
紙
」

 
 

←

　

二
十
八
号
十
№
597 

「
薗
部
広
公
謹
解　

申
宮
一
切
経
造
事
「
一
」

）
12
（　

二
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
申
造
一
切
経
事　

一
」　
　
　
　
　

」

⒝
二
十
八
号
十　

３ 

「
子
部
多
夜
須
解　

天
平
十
八
年
九
月
廿
一
日　

一
枚
」

　
　
　
　
　

十
七
７ 

「
子
部
多
夜
須
解　

申
進
用
紙
事　
　
　
　
　
　

二
枚
」

 
 

←

　

二
十
八
号
十
№
598 

「
子
部
多
夜
須
「
解　

申
用
紙
事　
　
　

一
」　
　
　
　
　
　
　
　

二
枚

 

請
写
疏
合
二
巻　

一
」　

天
平
十
八
年
九
月
廿
一
日　

」

⒞
二
十
九
号
十 

「
安
刀
息
人　

合
受
百
卅
四
枚　
　
　
　
　
　
　

同
﹇
壱
巻
﹈　

三
十
六
枚
」

　
　
　
　
　

十
二 

「
石
歌
六
百
受
六
十
八
枚　

十
五
年
十
月
八
日　

同
﹇
壱
巻
﹈　

十
六
枚
」

 
 

←

　

二
十
九
号
十
№
672 

「
充
紙
帳　

「
安
部
日
人　

一
／
石
坂　

一
」　

二
巻　

五
十
二
枚
」

⒟
三
十
二
号
一 

「
充
筆
墨
紙
帳　

四
月
二
十
四
日　
　

壱
巻　

六
枚
」

　
　
　
　
　

八　

１ 

「
写
後
経
所
解　

申
請
筆
墨
事　
　
　
　
　
　

四
枚
」

 
 

←

　

三
十
二
号
一
№
796 

「
充
筆
墨
紙
帳　

表
題　

僧
正
弥
勒
経
料
充
『
紙
』
并
筆
墨
紙
出
納
帳

 

『
天
平
十
六
年
三
月
十
四
日
始
』　
　
　
　

壱
巻　

十
九
枚
」

⒠
三
十
四
号
三
十
一
２
「
嶋
院
牒　

天
平
勝
宝
七
歳
八
月
廿
五
日　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　

３
「
造
東
大
寺
司
牒
嶋
院　

同
年
八
月
八
日　
　
　
　

」

 
 

←

　

三
十
四
号
十
四
№
890
「
奉
請
内
裏
経
目
録　

中
論
疏
六
巻
以
下　
　

十
枚
」

の
五
例
が
こ
の
事
例
に
該
当
す
る
（
矢
印
は
目
録
①
か
ら
目
録
③
の
変
化
を
示
す
）。
⒜
〜
⒞
の
三

例
で
は
目
録
③
へ
の
追
記
内
容
と
統
合
が
一
致
す
る

）
13
（

。
⒟
・
⒠
の
事
例
は
目
録
③
の
記
載
か
ら
は
項

が
統
合
さ
れ
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
も
の
の

）
14
（

、
続
々
修
の
目
録
で
あ
る
目
録
⑤
の
記
載
を
見
る
と
、

⒟
は
そ
れ
ぞ
れ
別
項
と
し
て

）
15
（

、
ま
た
⒠
も
二
項
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り

）
16
（

、
目
録
②
③
で
の
項
の
統
合

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
例
に
お
い
て
も
、
石
上
氏
の
指
摘
と
同
様
に
、
何
ら
か
の
括
り
が
な

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
号
を
越
え
た
移
動

　

（
一
）
で
は
同
じ
号
の
中
で
項
を
統
合
す
る
事
例
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
次
に
号
を
越
え
た
項
の

移
動
が
行
わ
れ
た
事
例
を
扱
う
。
管
見
の
限
り
で
、
号
を
越
え
て
項
を
移
動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な

も
の
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

ア
二
十
一
号
三　

５ 

「
仏
器
帳　

弘
仁
五
年
七
月　

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

イ
二
十
一
号
十
一
２ 

「
秦
吉
麿
解　

申
不
参
向
事　

一
枚
」　

↓
三
十
号
№
698

ウ
二
十
七
号
一　

３ 
「
牙
占
一
枚　

皇
后
宮
一
切
経
遺
者　

片
紙
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

エ
二
十
七
号
三　

９ 
「
九
月
十
三
日
酒
主　
　

片
紙
」　

↓
二
十
八
号
№
628

３－３



矢
越　

「
未
修
古
文
書
目
録
」
に
見
る
明
治
十
年
代
の
正
倉
院
文
書
整
理

オ
二
十
七
号
三　

23 

「
帛
帳
一
條　

片
紙
」　

↓
二
十
八
号
№
628

カ
二
十
七
号
三　

25 

「
酔
胡
・
未
返　

片
紙
」　

↓
二
十
八
号
№
628

キ
二
十
七
号
九　

１ 

「
弘
仁
五
年
七
月
廿
九
日
出
胡
麻
云
　々

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

ク
二
十
七
号
九　

２ 

「
犀
角
三
箇　

弘
仁
二
年
九
月
廿
四
日　

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

ケ
二
十
八
号
六 
「
一
切
経
々
生
手
実
案　

天
平
十
四
年
三
月
廿
九
日　

壱
巻　

二
十
四
枚
」

 

↓
四
十
三
号
№
1066

コ
二
十
八
号
十
一 

「
曽
根
万
呂
解　

申
作
紙
事　

壱
巻　

四
枚
」　

↓
四
十
三
号
№
1129
の
一
部

サ
二
十
八
号
十
二
１ 

「
丶
丶
有
礒
解　

写
疏
用
紙
事　

二
枚
」　

↓
四
十
三
号
№
1129
の
一
部

シ
二
十
八
号
十
二
２ 

「
一
切
経
音
義　

天
平
廿
年
九
月
廿
一
日　

片
紙
」　

↓
四
十
三
号
№
1131

ス
二
十
八
号
十
二
４ 

「
香
山
久
須
万
呂
解　

申
請
筆
事　

片
紙
」　

↓
四
十
三
号
№
1132

セ
二
十
八
号
十
二
５ 

「
乙
櫃　

天
平
十
三
年
三
月
十
一
日　

一
枚
」　

↓
四
十
三
号
№
1127

ソ
二
十
八
号
十
二
６ 

「
戊
櫃　

天
平
十
三
年
三
月
十
一
日　

一
枚
」　

↓
四
十
三
号
№
1128

タ
二
十
八
号
十
三
２ 

「
借
用
官
紙　
　

一
枚
」　

↓
四
十
三
号
№
1126

チ
二
十
九
号
九 

「
爪
工
五
百
足
解　

申
作
物
事　

同
﹇
壱
巻
﹈　

八
枚
」　

↓
三
十
号
№
704

ツ
三
十
号　

十　

３ 

「
浄
清
所
解　

申
幸
行
雑
用
事　

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

テ
三
十
一
号
四　

11 

「
滓
醤
二
斛
七
斗
二
升　

片
紙
」　

↓
四
十
三
号
№
1133

ト
三
十
六
号
十
四 

「
同
上
﹇
上
帙
帳
﹈　

宝
亀
五
年
六
年　

同
﹇
壱
巻
﹈　

百
五
枚
」

 

↓
三
十
七
号
№
966

ナ
三
十
六
号
十
七 

「
同
上
﹇
上
帙
帳
﹈　

同
年
﹇
宝
亀
三
年
﹈　

同
﹇
壱
巻
﹈　

四
十
三
枚
」

 
↓
四
十
三
号
№
1065

ニ
三
十
九
号
十
六
１ 

「
筆
納
用
帳　

宝
亀
四
年
三
月
廿
五
日　

同
﹇
壱
巻
﹈　

七
枚
」

 

↓
四
十
五
号
№
1139

ヌ
三
十
九
号
十
八 

「
経
師
等
手
実　

神
護
景
雲
四
年　

同
﹇
壱
巻
﹈　

四
拾
枚
」
↓
四
十
五
号
№
1137

ネ
四
十
三
号
三　

７ 

「
廿
四
制
噶
信
縁　

嘗
具
云
　々

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

ノ
四
十
三
号
三　

９ 

「
異
絵
辛
櫃　
　
　
　
　
　
　
　

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

ハ
四
十
三
号
四　

４ 

「
勅
封
倉
蔵
物
云
　々
　
　
　
　

一
枚
」　

↓
一
号
№
15
の
一
部

ま
ず
、
項
の
統
合
と
は
関
係
し
な
い
イ
・
ケ
・
シ
・
ス
・
セ
・
ソ
・
タ
・
チ
・
テ
・
ト
・
ナ
・
ニ
・

ヌ
の
一
三
例
を
見
て
い
こ
う
。
こ
れ
ら
は
項
の
中
身
を
変
え
る
で
も
な
く
、
単
純
に
号
を
変
え
て
移

動
を
実
施
し
て
い
る
。
特
に
ケ
〜
タ
・
テ
・
ナ
は
四
十
三
号
第
九
括
へ
の
集
中
的
な
移
動
で
あ
り
、

項
の
統
合
を
実
施
し
た
コ
・
サ
を
含
め
る
と
、
目
録
③
の
番
号
で
見
る
と
第
九
括
№
1125
〜
1133
九
点
の

う
ち
の
七
点
と
し
て
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
未
修
古
文
書
の
段
階
に
お
い
て
も
記
載
内
容
な
ど
に
よ

る
号
毎
の
分
類
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
む
ろ
ん
続
々
修
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
完

全
に
内
容
や
形
態
、
機
能
に
即
し
た
大
規
模
な
編
成
は
な
さ
れ
て
は
い
な
い
が

）
17
（

、
西
洋
子
氏
の
言
う

よ
う
に
「
あ
く
ま
で
も
仮
の
分
類
で
あ
っ
て
、
内
容
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
」
な
い
訳
で
は
な
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る

）
18
（

。

　

次
に
項
の
統
合
を
し
つ
つ
号
を
変
更
し
て
い
る
事
例
に
移
る
。
ま
ず
直
前
に
触
れ
た
コ
・
サ
で

あ
る
が
、
こ
の
二
項
は
目
録
②
③
で
は
№
1129
「
解　

申
作
紙
事
以
下　

曽
祢
麿
云
々
一　

有
磯
云
々

一  

四
枚
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
該
当
す
る
続
々
修
第
二
十
三
帙
四
巻
第
四
十
五

〜
五
十
紙
の
部
分
を
写
真
帳
で
見
る
と
、
第
四
十
五
〜
四
十
八
紙
（
十
ノ
四
八
四
〜
四
八
六
・
十
ノ

二
五
九
〜
二
六
〇
）
と
第
四
十
九
〜
五
十
紙
（
十
ノ
二
六
〇
〜
二
六
一
）
で
各
々
ま
と
ま
り
を
な
し

て
お
り
、
間
に
新
補
の
白
紙
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
エ
・
オ
・
カ
の
三
点
に
移
る
が
、
こ
れ
ら
は
号
を
越
え
、
目
録
②
③
の

段
階
で
は
№
628
と
し
て
「
片
紙　

十
九
枚
」
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
目
録
②

③
段
階
で
の
大
規
模
な
集
約
は
、
他
に
二
十
五
号
の
「
片
紙　

七
十
枚
」（
№
508
）、
二
十
九
号
の
「
片

紙　

廿
枚
」（
№
687
）、
三
十
一
号
の
「
片
紙　

三
十
五
枚
」（
№
795
）
が
あ
る
が

）
19
（

、
こ
れ
ら
は
目
録

①
段
階
で
は
各
文
書
を
個
別
に
扱
い
つ
つ
も
、
目
録
②
③
の
段
階
で
は
あ
る
意
味
で
分
類
を
放
棄
し

た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
最
後
に
、
目
録
②
③
段
階
で
一
号
№
15
に
ま
と
め
ら
れ
た
ア
・
ウ
・
キ
・

ク
・
ツ
・
ネ
・
ノ
・
ハ
の
八
通
に
つ
い
て
。
№
15
「
御
物
目
録　

拾
枚
」
に
関
す
る
記
載
は
目
録
①

の
一
号
に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
目
録
②
③
段
階
で
他
の
号
か
ら
集
め
た
文
書
の
み
で
項
を
新
規

に
作
成
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
№
15
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
つ
つ

も
、
目
録
①
に
該
当
す
る
項
目
が
見
え
な
い
文
書
も
存
在
し
、
ま
た
西
氏
と
筆
者
で
作
成
し
た
対
照

表
に
一
部
訂
正
を
要
す
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
№
15
に
対
応
す
る
文
書
の
編
成
と
『
大
日
本

古
文
書
』
の
収
載
、
原
本
に
貼
ら
れ
た
付
箋
や
書
込
み
の
情
報
、
目
録
①
と
の
対
応
を
以
下
に
掲
げ

る
こ
と
と
す
る
。

続
々
修
四
十
四
帙
三
巻
第
二
紙
…
十
一
ノ
三
四
八　

右
下
に
「
一
ノ
十
五
」
の
付
箋
＝
ツ
裏

続
々
修
四
十
四
帙
三
巻
第
五
紙
…
十
一
ノ
三
四
九
〜
三
五
〇　

右
下
に
「
一
ノ
十
五
」
の
付
箋

続
々
修
四
十
四
帙
十
巻
第
一
紙
…
二
十
五
ノ
附
一
四
一
〜
一
四
二

 

目
録
④
に
「
（
旧
第
一
帙
第
十
五
巻
）
」＝
ネ

続
々
修
四
十
四
帙
十
巻
第
二
紙
…
二
十
五
ノ
附
一
四
三
〜
一
四
四

 

目
録
④
に
「
（
旧
第
一
帙
第
十
五
巻
）
」＝
ノ

３－４



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
四
巻　

二
〇
一
一
年

続
々
修
四
十
四
帙
十
巻
第
十
六
紙
…
三
ノ
三
三
五　

右
下
に
「
一
ノ
十
五
」
の
付
箋
＝
ウ

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
第
三
紙
…
二
十
五
ノ
附
九
九
〜
一
〇
〇　

右
下
に
「
一
ノ
□
」
の
付
箋
、

 

目
録
④
に
「
（
一
ノ
十
五
）
」＝
ア

御
物
納
目
散
帳
⑤
…
二
十
五
ノ
附
九
〇
〜
九
一
＝
ク

御
物
納
目
散
帳
⑥
…
二
十
五
ノ
附
九
一
〜
九
二
＝
キ

御
物
納
目
散
帳
⑦
…
二
十
五
ノ
附
九
三
〜
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
以
上
三
通
旧
収
在
第
一
帙
第
十
五
巻
」
の
書
込
み

御
物
納
目
散
帳
⑪
…
二
十
五
ノ
附
九
六
〜
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
右
旧
収
在
第
一
帙
第
拾
五
巻
」
の
書
込
み
＝
ハ

こ
れ
ら
一
〇
点
が
№
15
に
該
当
す
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
現
在
「
御
物
納
目
散
帳
」
に
抜
か
れ

て
い
る
四
通
で
あ
ろ
う

）
20
（

。
写
真
帳
で
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
「
以
上
三
通
旧
収
在
第
一
帙
第
十
五
巻
」・

「
右
旧
収
在
第
一
帙
第
拾
五
巻
」
と
の
旧
所
在
に
関
す
る
書
込
み
が
あ
る
こ
と
か
ら
元
々
は
未
修
古

文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
明
治
十
五
年
段
階
の
目
録
①
に
項
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
よ
り
確
実
性
が
増
す
。
ま
た
、
続
々
修
四
十
四
帙
十
巻
第
一
紙
・
第
二
紙
お
よ
び
続
々
修

四
十
四
帙
十
一
巻
第
三
紙
の
三
通
は
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
二
十
五
の
附
録
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
宝
物
の
出
納
帳
で
あ
る
が
、
未
修
古
文
書
か
ら
の
抜
き
取
り
を
行
わ
な
か
っ

た
結
果
、
続
々
修
に
成
巻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

）
21
（

。

　

以
上
、
号
を
越
え
た
移
動
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、（
一
）
で
取
り
上
げ
た
号
内
に
お
け
る
項
の

統
合
以
上
に
、
内
容
に
よ
る
分
類
を
実
施
し
よ
う
と
の
意
図
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
№
15
の
よ

う
に
「
御
物
目
録
」
と
思
わ
れ
る
文
書
一
〇
通
を
各
号
か
ら
集
め
て
新
た
に
項
を
立
て
る
な
ど
、
整

理
の
先
に
あ
る
成
巻
作
業
を
も
視
野
に
入
れ
た
か
の
よ
う
な
動
き
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
続
々
修
成
巻

以
前
の
未
修
古
文
書
の
段
階
か
ら
早
く
も
「
整
理
」
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
動

き
は
未
修
古
文
書
の
目
録
同
士
を
照
合
す
る
こ
と
で
し
か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
段

階
の
「
整
理
」
は
全
て
類
似
し
た
内
容
の
文
書
を
集
め
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
て
お
り
、
続
々
修

成
巻
の
際
に
採
用
さ
れ
た
分
類
方
法
と
の
差
異
も
興
味
深
い

）
22
（

。

（
三
）
項
の
消
滅

こ
こ
で
は
二
十
七
号
一
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
た
い
。
二
十
七
号
一
は
、
目
録
①
段
階
で
は

１
「
以
天
平
十
九
年
五
月
六
日
云
々 

六
枚
」

２
「
天
平
勝
宝
元
年
九
月
十
日
校
始 

九
枚
」

３
「
牙
占
一
枚　

皇
后
宮
一
切
経
遺
者 

片
紙
」

４
「
摂
大
乗
論
第
一
巻
云
々 

一
枚
」

５
「
法
華
子
注
三
占
用
八
十
六
張 

片
紙
」

６
「
治
田
石
万
呂
進
上
紙
廿
八
巻 

片
紙
」

７
「
紙
歩
作
事 

一
枚
」

８
「
作
紙
事 

片
紙
」

９
「
丈
部
曽
祢
万
呂
解 

片
紙
」

10
「
大
友
廣
國
写
正
用
紙
事 

片
紙
」

11
「
写
仁
王
経
疏
同
公
文 

片
紙
」

　
　
　
　
　

「
右
十
一
通
壱
巻
」

と
一
一
通
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
目
録
②
③
段
階
で
は

523
「
以
天
平
十
九
年
五
月
六
日
云
々 

六
枚
」

524
「
作
紙
事　

天
平
宝
字
四
年 

一
枚
」

525
「
天
平
勝
宝
元
年
九
月
十
日
校
始 

九
「
十
一
」枚

」

526
「
法
華
子
注
三
印
用
八
十
六
張 

一
枚
」

527
「
丈
卿ヽ
「
部
」
曽
祢
万
呂
解 

片
紙
」

　

「
一
」　
　

「
右
五
通
壱
括
」

と
五
通
に
減
少
す
る
。
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
目
録
①
の
第
１
項
は
目
録
②
③
の
№
523
、
第

２
項
は
№
525
、
第
５
項
は
№
526
、
第
８
項
は
№
524
、
第
９
項
は
№
527
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。

ま
た
第
３
項
は
先
ほ
ど
の
一
号
№
15
に
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
第
１
・
２
・
５
・
８
・
９
項

が
残
り
、
目
録
②
③
の
№
523
〜
527
と
し
て
二
十
七
号
第
一
括
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
残

り
の
４
・
６
・
７
・
10
・
11
項
は
他
の
括
や
号
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
対
応
す
る
続
々
修
か
ら
検
討
す
る
限
り
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
４
・
６
・
７
・
10
・
11
項
の
う
ち
、
対
応
す
る
続
々
修
が
判
明
す
る
も
の
は

４　

続
々
修
二
十
六
帙
十
巻
第
十
八
〜
十
九
紙
（
二
十
四
ノ
四
八
二
）　

 

左
下
に
「
廿
七
ノ
一
」
の
付
箋

３－５



矢
越　

「
未
修
古
文
書
目
録
」
に
見
る
明
治
十
年
代
の
正
倉
院
文
書
整
理

６　

続
々
修
二
十
七
帙
三
巻
第
二
紙
（
八
ノ
三
五
二
）　

左
下
に
「
廿
七
ノ
一
」
の
付
箋

７　

続
々
修
二
十
七
帙
三
巻
第
二
十
六
紙
（
十
四
ノ
三
一
一
）

 

左
下
に
「
廿
七
ノ
一
」
の
付
箋

10　

続
々
修
二
十
三
帙
四
巻
第
六
十
三
紙
（
十
二
ノ
四
三
七
）

 

目
録
④
に
「
（
旧
第
廿
七
帙
第
一
巻
）
」

の
計
四
項
で
あ
る
。
第
４
・
６
・
７
項
に
該
当
す
る
文
書
に
は
い
ず
れ
も
「
廿
七
ノ
一
」
の
付
箋
が

貼
ら
れ
て
い
る
点
、
ま
た
４
・
６
・
７
・
10
項
の
該
当
す
る
目
録
④
に
は
い
ず
れ
も
「
旧
第
廿
七
帙

第
一
巻
」
と
あ
る
点
よ
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
続
々
修
成
巻
の
直
前
ま
で
、
す
な
わ
ち
目
録
②
③
の

親
本
の
段
階
で
は
二
十
七
号
一
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
録
②

③
の
二
十
七
号
一
括
に
は
該
当
す
る
項
が
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
他
の
括
や
号
に
目
を
移
し
て
も
皆
目

当
た
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
目
録
②
③
の
親
本
で
あ
る
図
書
寮
本
（
明
治
十
八
年
作
成
）
の
段
階
で

二
十
七
号
一
括
に
置
か
れ
つ
つ
も
、
何
ら
か
の
要
因
か
ら
こ
れ
ら
四
項
が
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
と
考

え
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
の
手
で
作
成
さ
れ
た
以
上
、
目
録
②
③
も
完
全
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
項
が
消
滅
し
た
事
例
と
し
て
、
続
々
修
と
の
対
応
ま
で
が
判
明
す
る
も
の
は
他
に
な

い
。
た
だ
し
、
目
録
②
③
と
続
々
修
の
対
照
表
の
う
ち
、「
対
応
不
確
定
」
と
し
た
も
の
が
一
点
あ

る
）
23
（

。
そ
れ
は
続
々
修
四
十
二
帙
四
巻
第
八
紙
（
二
十
五
ノ
二
〇
九
）
で
、
目
録
④
に
は
「
旧
廿
五
ノ
八
」

と
あ
る
こ
と
よ
り
、
未
修
古
文
書
の
段
階
で
は
二
十
五
号
八
括
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
の
、
目
録
②
③
に
は
対
応
す
る
項
が
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
目
録
①
の
二
十
五
号

に
は
続
々
修
四
十
二
帙
四
巻
第
八
紙
の
内
容
（
写
経
料
物
の
送
付
）
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
「
写

経
所
用
度
帳　

一
枚
」（
二
十
五
号
一
22
）、「
写
経
用
度
帳
」（
二
十
五
号
二
７
）、「
写
経
用
度
帳　

一
枚
」（
二
十
五
号
十
一
１
）、「
写
経
用
度
帳　

一
枚
」（
二
十
五
号
十
四
２
）
な
ど
が
見
え
る
の
で

あ
る
。
目
録
①
の
記
載
が
簡
易
な
た
め
、
続
々
修
四
十
二
帙
四
巻
第
八
紙
が
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
該

当
す
る
の
か
（
あ
る
い
は
該
当
し
な
い
の
か
）
は
断
定
で
き
な
い
が
、
対
応
の
可
能
性
は
推
定
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
明
治
十
五
年
図
書
局
作
成
の
未
修
古
文
書
目
録
（
目
録
①
）
と
明
治
十
八
年
図
書
寮

作
成
の
未
修
古
文
書
目
録
（
目
録
②
③
）
の
対
照
を
行
い
、
主
に
相
違
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

最
後
に
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
窺
う
こ
と
の
で
き
る
明
治
十
年
代
の
正
倉
院
文
書
の
整
理
状
況
に
つ
い

て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
号
内
で
項
を
統
合
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
よ
り
、
目
録
①
の
号
内
に
は
内
容
の
類
似

し
た
文
書
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
状
態
で
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
未

修
古
文
書
は
続
修
・
続
修
別
集
・
続
修
後
集
の
成
巻
の
の
ち
、
ま
だ
整
理
を
実
施
し
て
い
な
い
文
書

を
差
し
当
た
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
続
修
〜
続
修
後
集
で
の
抜
き
取
り
の
の
ち
、
時
間
を

か
け
て
残
り
の
文
書
を
分
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
抜
き
取
っ
た
箇
所
の
前
後
が
揃
っ
て
同
じ

号
に
所
在
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
の
未
修
古
文
書
で
あ
る
が
、
目
録
①
で
各
ま
と
ま
り
を
「
巻
」
と
表
現
し
て
い

る
こ
と
よ
り
巻
子
状
に
し
て
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
明
治
十
八
年
時
点
で
巻

内
の
配
列
が
簡
単
に
変
更
さ
れ
た
り
、
ま
た
号
・
巻
（
括
）
を
越
え
て
の
移
動
や
統
合
が
な
さ
れ
た

り
し
て
い
る
点
よ
り
見
て
、
断
簡
と
断
簡
を
固
定
す
る
よ
う
な
処
置
は
全
く
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
施
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
簡
単
に
除
去
で
き
る
紐
や
紙
縒
の
よ
う
な
も
の
を
使

用
す
る
程
度
で
、
こ
の
よ
う
な
「
巻
」
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
帙
に
入
れ
、
保
管
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

右
の
よ
う
に
容
易
に
差
し
替
え
が
可
能
な
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
た
た
め
、
断
簡
の
順
番
や
所
属

は
必
要
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
た
。
目
録
②
③
の
親
本
で
あ
る
図
書
寮
本
は
明
治
十
八
年
に
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
宮
内
省
に
図
書
寮
が
設
置
さ
れ
た
の
は
十
七
年
七
月
で
あ
り
、
ま
た
正
倉
院

宝
物
が
宮
内
省
専
管
に
な
っ
た
の
は
こ
れ
に
先
立
つ
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
所
管
の
変
更
に

伴
っ
て
図
書
寮
で
作
成
さ
れ
た
の
が
図
書
寮
本
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
目
録
作
成
の
際
に
、
既
成

の
目
録
を
参
照
し
つ
つ
、
適
宜
配
列
を
変
更
し
て
記
載
を
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
御

物
納
目
散
帳
」
に
見
ら
れ
る
成
巻
を
視
野
に
入
れ
た
よ
う
な
整
理
の
動
き
も
、
所
管
変
更
に
伴
う
新

た
な
気
運
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
人
の
手
で
記
録
を
作
成
す
る
以
上
、
こ
の
図
書
寮

本
に
も
記
載
漏
れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

以
上
、
整
理
状
況
に
つ
い
て
は
推
測
に
よ
る
部
分
も
多
い
が
、
容
易
に
配
列
を
改
変
す
る
こ
と
が

可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
未
修
古
文
書
に
基
づ
い
て
断
簡
分
け
を
推
定
す
る
場
合
、
目
録
②
③
の
み
で

な
く
、
続
修
後
集
成
巻
後
の
状
況
を
少
し
で
も
多
く
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
目
録
①
を
も
参
照
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
復
原
研
究
に
お
け
る
目
録
①
の
活
用
が

望
ま
れ
る
。
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
四
巻　

二
〇
一
一
年

註

（
１
）　

近
世
の
正
倉
院
文
書
整
理
に
つ
い
て
は
、
皆
川
完
一
「
正
倉
院
文
書
の
整
理
と
そ
の
写
本―

穂
井
田
忠
友
と

正
集―

」（
『
日
本
古
文
書
学
論
集
』
３
古
代
Ⅰ
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
一
九
七
二
年
初
発
表
）
に
詳

し
い
。

（
２
）　

明
治
以
降
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
西
洋
子
『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、

東
野
治
之
「
正
倉
院
宝
物
の
明
治
整
理―

正
倉
院
御
物
整
理
掛
の
活
動
を
中
心
に―

」（
大
阪
大
学
文
学
部
日
本

史
研
究
室
編
『
古
代
中
世
の
社
会
と
国
家
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（
３
）　

飯
田
剛
彦
「
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録　

十
二
（
未
修
古
文
書
目
録
）
』
」『
正
倉
院
紀
要
』

二
三
〜
二
五
、二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
年
）
に
て
翻
刻
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

西
洋
子
「
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
「
続
々
修
正
倉
院
古
文
書
目
録
」
の
対
照
表
（
一
）
」（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

一
一
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
西
洋
子
・
矢
越
葉
子
「
「
未
修
古
文
書
目
録
」
と
「
続
々
修
正
倉
院
古

文
書
目
録
」
の
対
照
表
（
二
）
」（
同
一
二
、二
〇
一
一
年
）。
具
体
的
な
対
照
作
業
に
つ
い
て
は
（
一
）
冒
頭
文

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
石
上
英
一
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
多
様
な
様
態
と
機
能―

裏
面
利
用
と
継
文―

」

（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
九
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
も
各
種
目
録
を
解
説
し
、
具
体
例
を
挙
げ
て
目
録

と
続
々
修
を
対
照
し
、
接
続
の
復
原
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

（
５
）　

東
野
注
（
２
）
論
文
二
三
六
〜
二
三
七
頁
、
西
注
（
２
）
書
一
九
一
〜
一
九
二
頁
に
翻
刻
が
あ
る
。

（
６
）　

た
だ
し
、
目
録
②
③
の
一
号
の
末
尾
に
は
、
二
（
二
）
で
触
れ
る
№
15
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　

石
上
注
（
４
）
論
文
。

（
８
）　

飯
田
注
（
３
）
翻
刻
で
付
さ
れ
た
通
し
番
号
。
以
下
目
録
③
の
番
号
に
つ
い
て
は
同
様
と
す
る
。

（
９
）　

号
の
下
の
巻
内
の
配
列
順
で
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
通
し
番
号
を
振
っ
た
。
以
下
同
様
と
す
る
。

（
10
）　

石
上
氏
は
目
録
①
二
九
号
五
「
丶
丶
大
寺
司
移
奉
写
一
切
経
司　

景
雲
二
年
九
月
廿
六
日　

二
枚
」
も
が
目

録
③
№
653
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
定
し
「
八
通
」
と
す
る
が
、「
丶
丶
大
寺
司
移
…
」
に
該
当
す
る
項
が

目
録
③
№
656
に
見
え
る
た
め
、
こ
こ
で
は
七
通
と
し
て
考
え
た
い
。

（
11
）　

こ
こ
で
は
目
録
と
対
応
す
る
続
々
修
が
判
明
し
て
お
り
、
項
の
統
合
が
確
実
な
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
た
。

な
お
、
対
応
す
る
続
々
修
に
関
し
て
は
西
・
矢
越
注
（
４
）
対
照
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）　

引
用
符
内
の
「　

」
は
史
料
中
で
の
鉛
筆
書
き
で
の
追
記
を
、『　

』
は
朱
書
で
の
追
記
を
示
す
。（
飯
田
注
（
３
）

翻
刻
参
照
。）

（
13
）　

た
だ
し
、
目
録
③
へ
の
追
記
が
ど
の
段
階
で
為
さ
れ
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
14
）　

⒟
の
№
796
へ
の
追
記
は
全
て
三
十
二
号
一
「
充
筆
墨
紙
帳　

四
月
二
十
四
日　
　

壱
巻　

六
枚
」
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
15
）　

現
在
の
と
こ
ろ
、
№
796
に
対
応
す
る
続
々
修
は
（
ア
）
十
一
帙
三
巻
第
一
紙
〜
六
紙
（
『
大
日
本
古
文
書
』
八

ノ
四
五
一
〜
四
五
七
、『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
頁
の
記
載
は
以
下
同
様
）、（
イ
）
三
十
三
帙
二
巻
第
一
紙
〜

十
紙
（
二
十
一
ノ
二
四
一
〜
二
四
五
）、（
ウ
）
三
十
四
帙
二
巻
第
十
四
紙
〜
十
七
紙
（
九
ノ
一
八
三
〜
一
八
五
）

の
三
通
と
考
え
て
い
る
が
、
目
録
①
の
三
十
二
号
一
「
充
筆
墨
紙
帳
…
」
は
（
ア
）
に
、
三
十
二
号
八
１
「
写

後
経
所
解
…
」
は
（
ウ
）
に
該
当
す
る
も
の
の
、（
イ
）
に
相
当
す
る
記
載
は
管
見
の
限
り
で
は
目
録
①
に
は
見

当
た
ら
な
い
。

（
16
）　

三
十
四
号
三
十
一
２
お
よ
び
３
に
は
枚
数
の
記
載
は
な
い
が
、
続
々
修
十
五
帙
四
巻
の
第
三
紙
〜
八
紙
・
九

紙
〜
十
二
紙
（
十
三
ノ
一
九
二
〜
二
〇
一
）
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
、
枚
数
も
計
十
紙
と
な
る
。
ま
た
、
目
録
⑤

で
も
第
二
項
・
第
三
項
と
二
項
に
分
か
れ
て
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　

続
々
修
は
、
一
類
「
写
経
類
集
」（
一
〜
十
一
帙
）、
二
類
「
経
巻
歴
名
」（
十
二
〜
十
六
帙
）、
三
類
「
諸
司

文
書
」（
十
七
・
十
八
帙
）、
四
類
「
経
師
等
手
実
行
事
上
日
」（
十
九
〜
二
十
八
帙
）、
五
類
「
筆
墨
紙
」（
二
十
九

〜
三
十
七
帙
）、
六
類
「
食
口
」（
三
十
八
〜
四
十
帙
）、
七
類
「
布
施
用
度
雑
器
雑
物
」（
四
十
一
〜
四
十
四
帙
）、

八
類
「
雑
文
書
」（
四
十
五
〜
四
十
七
帙
）
と
い
う
、
内
容
に
即
し
た
分
類
を
採
用
し
て
い
る
。

（
18
）　

西
注
（
２
）
書
二
〇
一
頁

（
19
）　

№
508
、
628
、
687
、
795
は
項
を
統
合
し
て
い
る
事
例
と
も
見
な
し
得
る
た
め
、（
一
）
で
扱
う
べ
き
か
も
知
れ
な

い
が
、（
一
）
で
は
目
録
と
対
応
す
る
続
々
修
が
全
て
判
明
し
て
い
る
も
の
を
扱
う
と
し
た
た
め
言
及
を
避
け
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
大
規
模
な
集
約
を
行
っ
た
事
例
で
は
基
本
的
に
号
内
の
文
書
を
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
№
628
を
除
い
て
号
外
か
ら
の
移
入
は
見
ら
れ
な
い
。
№
508
、
628
、
687
、
795
に
該
当
す
る
続
々
修
に
つ
い
て
は
、

注
（
４
）
対
照
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）　

御
物
納
目
散
帳
は
『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
四
ノ
二
三
九
お
よ
び
二
十
五
ノ
附
八
六
〜
九
八
に
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
様
々
な
編
目
か
ら
抜
き
取
ら
れ
て
き
た
文
書
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
抜
き
取
り
先
に
関
す
る
記
載

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
本
文
中
で
触
れ
た
も
の
は
除
く
。）

②
二
十
五
ノ
附
八
六
〜
八
八　

「
右
旧
収
在
後
集
第
四
拾
八
巻
」「
現
在
三
十
九
」

③
二
十
五
ノ
附
八
八
〜
八
九　

「
右
旧
収
在
後
集
第
五
拾
巻
」「
現
在
四
十
一
」

④
二
十
五
ノ
附
八
九　

「
右
旧
収
在
後
集
第
三
巻
」

⑤
二
十
五
ノ
附
九
〇　

「
右
旧
収
在
塵
芥
文
書
第
廿
三
巻
」

⑨
二
十
五
ノ
附
九
五
、
⑩
二
十
五
ノ
附
九
六　

「
以
上
二
通
旧
収
在
撰
出
文
書
第
八
巻
」

　
　
　

な
お
、
こ
の
御
物
納
目
散
帳
の
成
巻
に
つ
い
て
は
、
西
注
（
２
）
書
第
四
章
二
「
正
倉
院
御
物
整
理
掛
で
の

正
倉
院
文
書
の
整
理
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
続
々
修
と
平
行
し
て
作
業
が
実
施
さ
れ
、
明
治
二
十
七
年
に

は
完
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
一
九
一
〜
一
九
四
頁
）。

（
21
）　

続
々
修
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
本
来
除
外
す
べ
き
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（
本
文
中
で
触
れ
た
も

の
は
除
く
。）

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
①
（
往
来
軸
〜
第
二
紙
）　

二
十
五
ノ
附
五
五
〜
五
八

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
③
（
第
四
紙
）　

二
十
五
ノ
附
一
一
六
〜
一
一
七

３－７



矢
越　

「
未
修
古
文
書
目
録
」
に
見
る
明
治
十
年
代
の
正
倉
院
文
書
整
理

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
④
（
第
五
紙
）　

二
十
五
ノ
附
一
一
八
〜
一
一
九

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
⑥
（
第
八
紙
）　

二
十
五
ノ
附
八
〜
九

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
⑦
（
第
九
紙
）　

二
十
五
ノ
附
九

続
々
修
四
十
四
帙
十
一
巻
⑧
（
第
十
紙
）　

二
十
五
ノ
附
五
四
〜
五
五

続
々
修
四
十
六
帙
九
巻　

⑮
（
第
十
五
紙
）　

二
十
五
ノ
附
三
四

（
22
）　

続
々
修
の
分
類
方
法
は
注
（
17
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）　

注
（
４
）
対
照
表
（
二
）
一
三
二
頁
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Organization of Shôsôin Documents in Meiji 10’s
: Comparison of Mishû-Komonjo Mokuroku

YAGOSHI Yoko

abstract

Mishû-Komonjo Mokuroku is the inventory of undisposed part of Shôsôin documents, which was 

organized into Zokuzokushû-Komonjo in Meiji 20’s.  Through a comparison of Mishû-Komonjo 
Mokuroku and Zokuzokushû-Komonjo, the composition of Zokuzokushû-Komonjo has been clarified in 
late years and that has a great significance in the restoration of documents.

However, there are two versions of Mishû-Komonjo Mokuroku, one is written in Meiji 15 (1882) 

and the other in Meiji 18 (1885), the former is not used in the above-mentioned study because of 

discrepancies with the latter.  But these discrepancies must have occurred as a result of the processes 

of document organization.  In this article, I investigate these discrepancies through a comparison 

of Mishû-Komonjo Mokuroku and aim at elucidating the actual situation of organization of Shôsôin 

documents in Meiji 10’s, which will supplement the aforementioned study.

Keywords: Shôsôin Documents, restoration, fragment, inventory, historiography
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